
議案第39号 

 

西海市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

西海市税条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

 

令和５年６月１６日 提出 

 

              西海市長 杉澤 泰彦   

 

西海市条例第  号 

 

西海市税条例の一部を改正する条例 

 

西海市税条例（平成17年西海市条例第56号）の一部を次のように改正する。 

 

第34条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額

のうち法第314条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、

「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市

民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「充当する」を「を

納付し、若しくは納入する」に改める。 

第36条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項

とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年

において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第317条の３の２第

１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定によ



る申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に

提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給

与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の３の２

第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前

項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができ

る。 

第38条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」

を「により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に

併せて賦課し、及び徴収する。 

第41条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の

合算額」に、「によって」を「により」に改める。 

第44条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含

む。次項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」

を「には」に、「によって」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第

６項中「によって」を「により」に改める。 

第47条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第17条の２の規

定によって」を「第17条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過

誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することがで

きるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を

「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第47条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収すること

が」に、「である場合においては」を「である場合には」に改め、「及び均等

割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この

条及び第47条の５において同じ。）」を加え、「によって徴収する場合におい

ては」を「により徴収する場合には」に、「によって徴収する。」を「により

徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項中「によって」を「により」

に改める。 



第47条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第17条の

２の規定によって」を「第17条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金

関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用するこ

とができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当す

る」を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第82条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の次に「及び道

路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条第１項第13号の６に

規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

附則第15条の２第４項及び第16条の２第３項中「100分の10」を「100分の

35」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第34条の９第２項並びに第38条の見出し及び同条第１項の改正規定、

同条に１項を加える改正規定並びに第41条、第44条、第47条、第47条の２

及び第47条の６の改正規定並びに附則第15条の２第４項及び第16条の２第

３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（この条例によ

る改正後の西海市税条例（以下「新条例」という。）附則第16条の２第３

項に係る部分に限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

(２) 第36条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の西海市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第36条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受

けるべき西海市税条例第36条の３の２第１項に規定する給与（以下この項に

おいて「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書



について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規

定による申告書については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第82条第１号エ及び附則第16条の２第３項の規定は、令和６年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第15条の２第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の

施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税

の環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対

して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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議案第39号関係資料（その１） 

新旧対照表 

西海市税条例の一部を改正する条例 

新 旧 

西海市税条例 

平成17年４月１日 

西海市条例第56号 

 

第１条～第34条の８ （略） 

 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

西海市税条例 

平成17年４月１日 

西海市条例第56号 

 

第１条～第34条の８ （略） 

 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第34条の９ （略） 第34条の９ （略） 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除す

ることができなかった金額があるときは、当該控除することができな

かった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定めると

ころにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法

第314条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義

務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個

人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納

入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金にを納付し、若し

くは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除す

ることができなかった金額があるときは、当該控除することができな

かった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定めると

ころにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の

末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税若しくは市民税に充当

し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 
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新 旧 

３ （略） 

 

第35条～第36条の３ （略） 

 

３ （略） 

 

第35条～第36条の３ （略） 

 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の２ （略） 第36条の３の２ （略） 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者

を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第

317条の３の２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途に

おいて次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した

場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に記

載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めると

ころにより、前項又は法第317条の３の２第１項の規定により記載すべ

き事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の３の

２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 第１項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出した

給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該

申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第１項又は法

第317条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところによ

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給

与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申

告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317

条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、そ
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新 旧 

り、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

の異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該

給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその

提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書

は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際

に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受

理された日に市長に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に

経由すべき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項において同じ。）

により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に

経由すべき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項において同じ。）

により提供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用について

は、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供

を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」

とする。 

 

第36条の３の３～第37条 （略） 

 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用について

は、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」

と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供

を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」

とする。 

 

第36条の３の３～第37条 （略） 
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新 旧 

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法） 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第１項、第47条の５又は

第53条の５の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通

徴収の方法により徴収する。 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第１項、第47条の５又は

第53条の５の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普

通徴収の方法によって徴収する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する

場合に併せて賦課し、及び徴収する。 

 

第39条及び第40条 （略） 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

第39条及び第40条 （略） 

 

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当

該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算

額（第47条第１項又は第47条の６第１項の規定により徴収する場合に

あっては特別徴収の方法により徴収されないことになった金額に相当

する税額）を前条第１項の納期（第47条第１項又は第47条の６第１項

の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収され

ないこととなった日以後に到来する納期）の数で除して得た額とす

る。 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当

該年度分の個人の市民税額及び県民税額の合算額（第47条第１項又は

第47条の６第１項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の

方法によって徴収されないことになった金額に相当する税額）を前条

第１項の納期（第47条第１項又は第47条の６第１項の規定によって徴

収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないこととな

った日以後に到来する納期）の数で除して得た額とする。 

２ （略） 

 

２ （略） 
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新 旧 

第42条及び第43条 （略） 

 

第42条及び第43条 （略） 

 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年

中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の

支払を受けている者（次に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収

することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条にお

いて「給与所得者」という。）である場合には、当該納税義務者の前

年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収

を行う森林環境税額を含む。次項及び第５項において同じ。）の合算

額を特別徴収の方法により徴収する。 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年

中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の

支払を受けている者（次に掲げる者のうち特別徴収の方法によって徴

収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条に

おいて「給与所得者」という。）である場合においては、当該納税義

務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別

徴収の方法によって徴収する。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与

所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得

割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により

徴収する。ただし、第36条の２第１項の申告書に給与所得以外の所得

に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載がある

ときは、この限りでない。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与

所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係

る所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき

給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の

方法によって徴収する。ただし、第36条の２第１項の申告書に給与所

得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい

旨の記載があるときは、この限りでない。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得

割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所

得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、



― 6 ― 

 

新 旧 

給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一

部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特

別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る

所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされ

たい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められると

きは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の

所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又

は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又

は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認めら

れる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得

に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収すること

とされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認めら

れるときは、市長は、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所

得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額

の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度

の初日の翌日から翌年の４月30日までの間において異動を生じた場合

において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支

払をする者となった者（所得税法第183条の規定により給与の支払をす

る際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項にお

いて同じ。）を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者か

ら給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日（その支払

を受けなくなった日が翌年の４月中である場合には、同月30日）まで

に、第１項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中

の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収の方

法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額）を

特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度

の初日の翌日から翌年の４月30日までの間において異動を生じた場合

において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支

払をする者となった者（所得税法第183条の規定によって給与の支払を

する際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項に

おいて同じ。）を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする

者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日（その

支払を受けなくなった日が翌年の４月中である場合には、同月30日）

までに、第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき

前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴

収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した

金額）を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたとき
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額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が

翌年の４月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収する

ことが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

は、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただ

し、当該申出が翌年の４月中にあった場合において、特別徴収の方法

によって徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限り

でない。 

６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該

年度の初日の属する年の６月１日から12月31日までの間において給与

の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する

月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該

納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の１月

１日から４月30日までの間において給与の支払を受けないこととなっ

た場合には、その者に対してその年の５月31日までの間に支払われる

べき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超える

ものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日までに当該給与又は

退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっ

ては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収す

ることができる額）を特別徴収の方法により徴収する。 

 

第45条～第46条５ （略） 

 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が当

該年度の初日の属する年の６月１日から12月31日までの間において給

与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属す

る月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の

当該納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の

１月１日から４月30日までの間において給与の支払を受けないことと

なった場合には、その者に対してその年の５月31日までの間に支払わ

れるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超

えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日までに当該給与

又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときに

あっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴

収することができる額）を特別徴収の方法によって徴収する。 

 

第45条～第46条５ （略） 

 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第47条 給与所得に係る特別徴収税額の納税者が給与の支払を受けなく 第47条 給与所得に係る特別徴収税額の納税者が給与の支払を受けなく
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なったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法に

より徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴収

されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法により

徴収されないこととなった日以後において到来する第40条第１項の納

期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来す

る同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収する

ものとする。 

なったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法に

よって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法に

よって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の

方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第40

条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、

その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通

徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ 法第321条の６第１項の通知により変更された給与所得に係る特別徴

収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者か

ら市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収

すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所

得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）において当該納税者の未

納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第

17条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみ

なして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができ

るものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納

に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。 

 

２ 法第321条の６第１項の通知によって変更された給与所得に係る特別

徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者

から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴

収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与

所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）において当該納税者の

未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法

第17条の２の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に充当す

る。 

 

 

 

 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の 第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の
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前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

いて老齢等年金給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給付をい

う。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の

者（特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認めら

れるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴

収対象年金所得者」という。）である場合には、当該納税義務者の前

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額（これと併

せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第47条の５

において同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第44条

第１項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年

金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の５において

同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所得に

係る特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の10月１

日から翌年の３月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該

老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。 

前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

いて老齢等年金給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給付をい

う。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の

者（特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認め

られるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別

徴収対象年金所得者」という。）である場合においては、当該納税義

務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第44条第１項の規定により

特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る

所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の５において同じ。）の

２分の１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る特別徴

収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年

の３月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金

給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度にお

いて当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる

者 

(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度に

おいて当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められ

る者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち

当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち

当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る
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所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控

除した額を第40条第１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属

する年の９月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法に

より徴収する。 

 

第47条の３～第47条５ （略） 

 

所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控

除した額を第40条第１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属

する年の９月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法に

よって徴収する。 

 

第47条の３～第47条５ （略） 

 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第

321条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規

定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当

する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日

以後において到来する第40条第１項の納期がある場合にはそのそれぞ

れの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には

直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第

321条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規

定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相

当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなっ

た日以後において到来する第40条第１項の納期がある場合においては

そのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がな

い場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとす

る。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収

税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収

されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴

収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収

税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴

収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別

徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金
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得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべ

き年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対象

年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係

る税額は、法第17条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関

係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用

することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当

該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入す

ることを委託したものとみなす。 

 

第48条～第81条８ （略） 

 

所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収す

べき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額

を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得

に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対

象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に

係る税額は、法第17条の２の規定によって当該特別徴収対象年金所得

者の未納に係る徴収金に充当する。 

 

 

 

 

第48条～第81条８ （略） 

 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を

有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が0.5メート

ル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、か

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を

有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が0.5メート

ル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、
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つ、輪距が0.5メートル以下の３輪のもの及び道路運送車両の保安

基準（昭和26年運輸省令第67号）第１条第１項第13号の６に規定

する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排気量が0.02リッ

トルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 

年額 3,700円 

かつ、輪距が0.5メートル以下の３輪のものを除く。）で、総排気

量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを

超えるもの 年額 3,700円 

(2)及び(3) （略） 

 

第83条～第151条 （略） 

 

(2)及び(3) （略） 

 

第83条～第151条 （略） 

附 則 

 

第１条～第15条 （略） 

 

附 則 

 

第１条～第15条 （略） 

 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の２ （略） 第15条の２ （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境

性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

 

第15条の３～第16条 （略） 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境

性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

 

第15条の３～第16条 （略） 
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（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ （略） 第16条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別

割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した

金額を加算した金額とする。 

 

第16条の３～第24条 （略） 

 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別

割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した

金額を加算した金額とする。 

 

第16条の３～第24条 （略） 

 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第34条の９第２項並びに第38条の見出し及び同条第１項の改正規定、同条に１項を加える改正規定並びに第41条、第44条、第47条、第47条

の２及び第47条の６の改正規定並びに附則第15条の２第４項及び第16条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（この

条例による改正後の西海市税条例（以下「新条例」という。）附則第16条の２第３項に係る部分に限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１

日 

(２) 第36条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の西海市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 
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２ 新条例第36条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき西海市税条例第36条の３の２第１項に規定する給与（以下この

項において「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出し

た同項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第82条第１号エ及び附則第16条の２第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分ま

での軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第15条の２第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動

車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例に

よる。 
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議案第 39号関係資料（その２） 

 
西海市税条例の一部を改正する条例の概要 

西海市税条例の一部改正 

条例規定 改 正 概 要 施行日 

第 34 条の９

（配当割額又

は株式等譲渡

所得割額の控

除） 

○森林環境税の導入に伴う改正 

上場株式等の配当割額又は株式等譲渡所得割額を申告し課税され

た場合の個人市民税からの控除不足額の還付又は未納金への充当。   

これに森林環境税の未納金への充当を追加する改正。 

R６.１.１ 

第 36 条の３

の２② 

（個人の市民

税に係る給与

所得者の扶養

親族申告書） 

○法規定の新設にあわせて新設 

給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化。 

前年の内容と異動がないときは、その記載すべき事項の記載に代え

て、その異動がない旨の記載によることができる。 

R７.１.１ 

 

第 38 条 

（個人の市民

税の徴収の方

法） 

○森林環境税の導入に伴う改正 

森林環境税の賦課徴収の方法について規定する改正等。 

第 41 条 

（個人の市民

税の納税通知

書） 

○森林環境税の導入に伴う改正 

納税通知書に記載すべき納付額に森林環境税額を追加する改正

等。 

R６.１.１ 

 

第 44 条 

（給与所得に

係る個人の市

民税の特別徴

収） 

○森林環境税の導入に伴う改正 

特別徴収の方法により徴収する給与所得に係る所得割額及び均等

割額に森林環境税額を含む旨を規定する改正等。 

第 47 条 

（給与所得に

係る特別徴収

税額の普通徴

収税額への繰

入れ） 

○森林環境税の導入に伴う改正 

給与所得者が退職して事業所から天引きされる特別徴収から普通

徴収へ納付方法が変更となった場合、事業所からの天引き以上に納

付した場合は還付となるが、普通徴収において未納金がある場合に

はこれに充当することができる。 

森林環境税においても同様の規定を追加。 
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第 47 条の２ 

（公的年金等

に係る個人の

市民税の特別

徴収） 

○森林環境税の導入に伴う改正 

特別徴収の方法により徴収する公的年金等に係る所得に係る所得

割額及び均等割額に森林環境税額を含む旨を規定する改正等。 

第 47 条の６ 

（年金所得に

係る特別徴収

税額等の普通

徴収税額への

繰入れ） 

○森林環境税の導入に伴う改正 

年金特別徴収から普通徴収へ納付方法が変更となり過納金がある

場合には、当該年金所得者へ還付しなければならないが、普通徴収

において未納金がある場合にはこれに充当することができる。 

森林環境税においても同様の規定を追加する。 

森林環境税 

 森林環境税とは、令和 6 年度から個人に対して課税される国税であり、市町村において市民税

500 円、県民税 500円を併せて 1人年額 1,000円を徴収する。  

 令和５年度までの東日本大震災を踏まえて防災・減災のための施策に要する財源確保のために

市県民税均等割に１人年額 1,000円を徴収する制度の廃止に伴い創設される。 

その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林整備

及びのその促進に関する費用として使われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 82 条 

（種別割の税

率） 

○規則改正にあわせて改正 

 原付車両のうちミニカー及び特定原付のいずれの要件に該当す

るものについては、ミニカー区分から特定原付を除外し特定原付の

税率区分に整理する。 

除外した当該特定小型原付は、条例第 82 条第１号イ（２輪のも

ので総排気量 0.05ℓを超え 0.09ℓ以下のもの）に該当。 

※特定小型原付とは、電動キックボード等で道路交通法上の「車

両」に該当し、公道を走行するには次の要件が必要。 

・運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること 

・制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること 

・標識（ナンバープレート）を取り付けていること等 

R５.７.１ 

国 

市町村 

納税者 

都道府県 

市町村 

森林環境税 

森林環境譲与税 

支援 
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附則第 15 条

の２ 

（軽自動車税

の環境性能割

の賦課徴収の

特例） 

○法律改正にあわせて改正 

不正を行った自動車メーカーを納税義務者とみなして納税不足

額を徴収する際に加算する割合を変更する。 

※不正により生じた納付不足額に徴する際に加算する割合を

「10％」から「35％」に引き上げる。 

 

R６.１.１ 

附則第 16条 

（軽自動車税

の種別割の賦

課 徴 収 の 特

例） 

○規定の整備 

※上記と同じ規定の整備。 

 

 


